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1 指導・監査とは

○集団指導

○実地指導

○監査
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1 指導・監査とは

集団指導
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○集団指導

厚生労働省

「集団指導は、…適正なサービス提供を行う
ために遵守すべき制度内容の周知徹底等を図
るもの」

「介護保険制度の理解やサービスの質の

向上を促すとともに、不正事案等の発生の未
然防止…に資するよう」実施
出所：厚生労働省老健局 「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」 （平成31年3月19日） p.58-59
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1 指導・監査とは



○集団指導

制度の理解+不正防止

原則として一定の場所に対象事業者を招集
し，講習会方式により行います。
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1 指導・監査とは



○集団指導

内容としては

・法令遵守

・保険者からの連絡事項

・関係機関からの情報提供 等
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1 指導・監査とは



1 指導・監査とは

実地指導
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○実地指導

「実地指導は、各事業所における利用者の生
活実態、サービス提供状況、報酬基準の適合
状況等を直接確認しながら…よりよいケアの
実現を図るために有効な取組み」
出所：厚生労働省老健局 「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」 （平成31年3月19日） p.56

1 指導・監査とは



○実地指導

不適正な請求の防止+よりよいケアの実現

「自己点検シート」により，事業者が自己点検
した結果や事前提出資料等に基づき実施

各種書類点検，ヒアリング等を行います。
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1 指導・監査とは



○実地指導

サービスの質の確保・向上や介護給付の適
正化を図るため，人員，設備，運営及び介護
報酬請求について指導します。

※必要に応じて過誤調整を指導する場合が
あります。
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1 指導・監査とは



1 指導・監査とは

監査
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1 指導・監査とは

○監査

「各自治体においては、通報、苦情等に
より、不正が疑われる事案を把握した場
合には、的確に監査を行い、不正が確認
された場合には、指定取消等の厳正な対
応をお願いしたい。」
出所：厚生労働省老健局 「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」（平成31年3月19日）p.60
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1 指導・監査とは

○監査

指定基準違反や不正請求への対処

入手した各種情報から人員，設備及び運営
基準等の指定基準違反や不正請求等が疑
われ，その確認及び行政上の措置が必要で
あると認められる場合

鈴鹿亀山地区広域連合 集団指導（令和元年８月） 15



1 指導・監査とは

○監査
・無通告で実施するなど，より実効性のある
方法で行われます。

（参考）

地域密着型サービスの事業の多くの分野にお
いては，基準に合致することを前提に自由に事
業への参入を認めていること等にかんがみ，基
準違反に対しては，厳正に対応すべきであるこ
と。
基準省令解釈通知「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」
平成18年3月31日
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1 指導・監査とは

○監査

「各種情報」の例

・通報・苦情・相談等に基づく情報

・ 国民健康保険団体連合会，地域包括支援

センター等へ寄せられる苦情

・介護給付費適正化システムの分析情報

など
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2 実地指導の流れ，方針
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3 実地指導の指摘事項

4 介護保険制度の状況

5 参考情報

1 指導・監査とは



2 実地指導の流れ，方針

・実地指導の流れ（例）

事前
•日程調整(電話等)

•事前資料提出

当日

•事業所内確認

•聞き取り，書類確認

•講評（確認結果の説明）

事後

•結果通知の発送

•改善報告の提出（必要な場合）
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2 実地指導の流れ，方針

・事前提出書類（例）
※詳細については，実地指導の際に事前送付する通知文書に記載します。

(１)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(２) 運営規程，重要事項説明書及び利用契約書

(３)各種マニュアル（緊急時の対応，衛生管理，苦情対応，事故対応，災
害対応等）

(４)事業所の案内（パンフレット等）

（５）自己点検シート・・・広域連合より送付されたシートに記入

（６）事業所の平面図
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2 実地指導の流れ，方針

・当日のスケジュール例

講評

確認結果を説明→後日文書送付

書類点検，聞き取り

契約書

重要事項説明書

出勤簿

タイムカード

辞令

資格証（写）

アセスメントシート

個別計画

モニタリング記録
サービス記録

防災計画

避難訓練記録

苦情処理記録
事故対応記録

介護給付費明細
書 利用者負担

請求書

各種加算関係書
類 等

開始

進行説明，施設内確認
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2 実地指導の流れ，方針

指導方針

1 法令遵守

人員基準，運営基準，介護報酬の適正

な請求等

2 サービスの質の確保・向上

職員研修等
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2 実地指導の流れ，方針

指導方針

3 危機管理への取組み

・防災（例）非常災害対策計画の策定

・防犯

4 職員による虐待行為

・利用者等に対し身体的虐待，心理的虐待，

性的虐待，経済的虐待及び介護放棄を

行っていないか

・虐待防止に向けた取組み
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3 実地指導の指摘事項

地域密着型サービス
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4 介護保険制度の状況

5 参考情報

1 指導・監査とは

2 実地指導の流れ，方針



3 実地指導の指摘事項

運営基準

○内容及び手続きの説明・同意

・重要事項説明書，個人情報に関する同意が
確認できない

・重要事項説明書の金額の計算を誤っていた

（単位数，１点単価）

・苦情相談窓口の電話番号が誤っていた
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3 実地指導の指摘事項

運営基準

○身体拘束について（1/2） （グループホーム）

・やむを得ず身体拘束を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録す

ること
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3 実地指導の指摘事項

運営基準

○身体拘束について（2/2）（グループホーム）

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討す
る委員会（3月に1回以上開催）とその結果周知

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備

・身体的拘束等の適正化のための研修を定
期的に実施（新規採用時には必ず身体的拘束
等の適正化の研修を実施することが重要）
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身体拘束廃止未実施減算（100分の10）に該当しないか検討



3 実地指導の指摘事項

運営基準

○受給資格の確認

・介護度，認定有効期間の確認が不十分

だった

○心身の状況等の把握

・利用者の心身の状況等の情報が，サー

ビス提供に当たる職員と共有されてい

なかった
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3 実地指導の指摘事項

運営基準

○サービス提供の記録

・請求とサービス内容の記録が一致しな
かった

・提供した具体的なサービス内容等の記録
が不正確

報酬返還や不正請求の疑いにつながることも…

鈴鹿亀山地区広域連合 集団指導（令和元年８月） 29



3 実地指導の指摘事項

運営基準
○地域密着型通所介護計画の作成（通所）

・サービス実施期間について記載されて
いなかった

・事前に利用者の同意を得ていなかった

・居宅サービス計画が変更されたが，当
該居宅サービス計画に沿って通所介護
計画を変更していなかった
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3 実地指導の指摘事項

運営基準

○管理者の責務

・利用の申込みに係る調整

・業務の実施状況の把握

・介護従業者に必要な指揮命令を行う 等
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他の従業者に全て任せきりで，管理者としての責
務が不十分な状態になっていませんか？



3 実地指導の指摘事項

管理者の兼務について

鈴鹿亀山地区広域連合 集団指導（令和元年８月） 32

資料：三重県長寿介護課「介護保険事業所における管理者の兼務」
より一部抜粋（図は一部広域連合が加筆）



3 実地指導の指摘事項

管理者の兼務について

鈴鹿亀山地区広域連合 集団指導（令和元年８月） 33

資料：三重県長寿介護課「介護保険事業所における管理者の兼務」
より一部抜粋（図は一部広域連合が加筆）

※詳細は，三重県ＨＰに掲載されて
いる左記資料をご覧ください。



3 実地指導の指摘事項

人員基準

○従業者（グループホーム）

・計画作成担当者の勤務の記録が１か月以上
なく，勤務実績が不明
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3 実地指導の指摘事項

人員基準

○従業者の員数（通所）
・機能訓練指導員が配置されていなかった

（機能訓練指導員の資格要件）

理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，看護職員，柔道整
復師，あん摩マッサージ指圧師，はり師又はきゅう師の資
格を有する者

（はり師及びきゅう師については，理学療法士，作業療法
士，言語聴覚士，看護職員，柔道整復師又はあん摩マッ
サージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事
業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に
限る。）
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3 実地指導の指摘事項

運営基準

○秘密保持等
・秘密保持誓約書がない従業者が在籍していた

◆ホームページ等の写真・動画についても配慮をお願
いします

・個人情報利用→家族の同意も必要

「サービス担当者会議等において，利用者の家族の個
人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文
書により得ること」
「鈴鹿亀山地区広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例」第
128条の20により準用する第35条等
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3 実地指導の指摘事項

運営基準

○苦情処理

・苦情の内容等を記録していなかった

○受給資格の確認

・介護度，認定有効期間の確認が不十分だった

・グループホーム入居時に認知症であることの確

認が不十分だった
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3 実地指導の指摘事項

運営基準

○地域との連携

・運営推進会議を開催していなかった

・運営推進会議は開催していたが，記録を広域連合

に未提出だった

※記録の様式例は広域連合ＨＰに掲載しています
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3 実地指導の指摘事項

運営基準

○記録の整備

・辞令又は雇用契約等に,従業者が所属する
事業所名及びその職種を記載していなかった
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3 実地指導の指摘事項

非常災害対策

・地震に備えた物品の落下，備品等の転倒防止

策が不十分だった

・非常口や通路に避難の障害となる物が置かれ

ていた

「介護保険施設等における防災対策の強化について」

（平24老総発0420第1号，老高発0420第1号，老振発0420第1号，老老発0420第1号）平成24年4月20日，厚生労働省老健局総
務課長，高齢者支援課長，振興課長，老人保健課長連名通知

鈴鹿亀山地区広域連合 集団指導（令和元年８月） 40



3 実地指導の指摘事項

（参考）

非常災害対策（厚労省通知※より一部紹介）

・夜間対応，電話等通信機能が不能になった場合の対応
等についても各事業所であらかじめ定めておくこと

・日頃より地域との関係を深め，災害時には地域住民か
らの支援の受け入れや地域の要援護者の避難の受け入れな
ど双方向の連携を行うことも検討されたい

「介護保険最新情報 Vol.282 平成24年4月20日」に同通知の掲載がありま
すので御参照ください。

※「介護保険施設等における防災対策の強化について」

（平24老総発0420第1号，老高発0420第1号，老振発0420第1号，老老発0420第1号）平成24年4月20日，厚生労働省老健局総務課長，高齢
者支援課長，振興課長，老人保健課長連名通知

鈴鹿亀山地区広域連合 集団指導（令和元年８月） 41



3 実地指導の指摘事項

処遇改善加算

・従業者への周知が不十分だった

「…事業所における賃金改善を行う方法等について
（中略）職員に周知する…」
「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（平成30年3月22日
老発0322第2号）

・関係書類の提出期限の順守をお願いします

鈴鹿亀山地区広域連合 集団指導（令和元年８月） 42



4 介護保険制度の状況

鈴鹿亀山地区広域連合 集団指導（令和元年８月） 43
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4 介護保険制度の状況

鈴鹿亀山地区広域連合 集団指導（令和元年８月） 44
厚生労働省老健局「介護保険制度をめぐる状況について」平成31年2月25日社会保障審議会介護保険部会（第75回） 資料３p.13



4 介護保険制度の状況

鈴鹿亀山地区広域連合 集団指導（令和元年８月） 45
厚生労働省老健局総務課「公的介護保険制度の現状と今後の役割 平成30年度」p.24



4 介護保険制度の状況
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厚生労働省老健局「介護保険制度をめぐる状況について」平成31年2月25日社会保障審議会介護保険部会（第75回） 資料３p.5



4 介護保険制度の状況
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厚生労働省老健局「介護保険制度をめぐる状況について」平成31年2月25日社会保障審議会介護保険部会（第75回） 資料３p.15



5 参考情報
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1 指導・監査とは

2 実地指導の流れ，方針

3 実地指導の指摘事項

4 介護保険制度の状況
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5 参考情報（提出書類）

提出書類（変更届，指定更新等）について

・主な様式は広域連合のホームページに掲載

・御提出いただいた書類は公文書として保存
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5 参考情報（提出書類）
提出書類（変更届，指定更新等）について



5 参考情報（参考書籍紹介）

運営基準等については，条例及び下記参考書籍等
を御参照ください。

○参考書籍紹介

・中央法規ほか「介護保険六法」

・社会保険研究所

「介護報酬の解釈 １単位数表編」

「介護報酬の解釈 ２指定基準編」

「介護報酬の解釈 ３QA・法令編」
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従業者の皆様へも伝達講習等の
御対応をお願いします。
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